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防
火
管
理
を
考
え
る
（
5
）

大
規
模
防
火
対
象
物
の
自
衛
消
防
活
動

東京理科大学総合研究院
火災科学研究センター
教授
小林恭一 博士（工学）

で
、
避
難
安
全
検
証
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る
防

火
対
象
物
の
場
合
は
、「
限
界
時
間
」は
計
算
済

み
で
す
。

「
避
難
安
全
検
証
法
」が
適
用
さ
れ
て
い
な
い

防
火
対
象
物
の
場
合
は
、
こ
の「
限
界
時
間
」を

改
め
て
設
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
限
界
時

間
を
考
え
る
に
は
、
と
り
あ
え
ず「
社
会
福
祉

施
設
及
び
病
院
に
お
け
る
夜
間
の
防
火
管
理
体

制
指
導
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
つ
い
て（
平
成
元
年

（
1
9
8
9
）3
月
31
日
付
け
消
防
予
第
36
号

消
防
庁
予
防
課
長
通
知
。
以
下「
36
号
通
知
」）」

が
参
考
に
な
り
ま
す
。

36
号
通
知
で
は
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
が

設
置
さ
れ
て
い
れ
ば
、
出
火
区
画
か
ら
隣
接
区

画
に
避
難
す
る
際
の
限
界
時
間
は
、
自
動
火
災

報
知
設
備
作
動
後
9
分
、
隣
接
区
画
か
ら
さ
ら

達
す
る
ま
で
の
間
に
、
隣
接
区
画
等
ま
で
避
難

さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
も
延
焼
拡

大
す
る
よ
う
な
ら
、
隣
接
区
画
等
か
ら
さ
ら
に

別
の
区
画
に
避
難
さ
せ
、
必
要
な
ら
さ
ら
に「
最

終
的
に
安
全
な
場
所（
地
上
）」ま
で
避
難
さ
せ

る
必
要
が
出
て
く
る
こ
と
も
考
え
て
お
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、一定
の
限
界

時
間
内
に
避
難
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

建
築
基
準
法
の「
避
難
安
全
検
証
法
」は
、

煙
が
拡
大
し
頭
の
高
さ
ま
で
降
り
て
来
る
ま
で

に
安
全
な
場
所
ま
で
避
難
で
き
る
よ
う
に
、
天

井
高
、
内
装
、
排
煙
設
備
、
防
火
区
画
、
階
段

の
構
造
や
配
置
な
ど
を
考
え
る
仕
組
み
で
す
の

い
つ
ま
で
に
避
難
す
る
の
か

火
災
が
発
生
し
た
場
合
の
避
難
者
の
行
動
は
、

「
火
災
に
よ
る
煙
や
熱
に
追
い
つ
か
れ
な
い
よ
う

に
し
な
が
ら
安
全
な
場
所
ま
で
避
難
す
る
」と

い
う
こ
と
に
尽
き
ま
す
。
一
方
、
防
火
対
象
物

の
側
に
は
、
自
動
火
災
報
知
設
備
、
防
火
区
画

や
排
煙
設
備
、
火
煙
か
ら
防
護
さ
れ
た
階
段
な

ど
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

防
火
対
象
物
の
関
係
者
は
、
こ
れ
ら
の
施
設

や
設
備
を
使
っ
て
、
ま
ず
、
火
災
が
発
生
し
た

防
火
区
画（
以
下「
出
火
区
画
」）に
い
る
避
難

者
を
最
寄
り
の
階
段
室（
特
別
避
難
階
段
の
場

合
は「
付
室
」）又
は
隣
接
す
る
防
火
区
画（
以
下

「
隣
接
区
画
等
」）に
避
難
さ
せ
、
そ
の
後
、
次

に
危
険
な
場
所
に
い
る
避
難
者
を
、
火
煙
が
到

ど
こ
か
ら
ど
こ
に
避
難
す
る
の
か

予防塾選講
〜第62回〜

避
難
誘
導
は
、
在
館
者
を
ど
こ
か
ら
、
ど
こ

に
、
い
つ
ま
で
に
、
ど
う
や
っ
て
避
難
さ
せ
る
の

か
、
個
々
の
防
火
対
象
物
ご
と
に
考
え
る
こ
と
が

基
本
で
す
。
大
規
模
防
火
対
象
物
の
自
衛
消
防

活
動
の
た
め
に
は
、
そ
の
方
法
論
を
教
え
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
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に
つ
い
て
は
、
当
該
検
証
法
に
従
っ
て
必
要
な

避
難
時
間
が
算
出
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の

時
間
内
に
全
員
が
避
難
で
き
る
こ
と
が
前
提
と

な
り
ま
す
。

そ
れ
以
外
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う

な
限
界
時
間
は
設
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、一つ

の
目
安
は
、
建
基
令
第
1
0
7
条（
耐
火
性
能

に
関
す
る
技
術
的
基
準
）で
す
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
高
層
階
は
1
時
間
、
中
層
階
は
2
時
間
、

下
層
階
は
3
時
間
が
耐
火
時
間
に
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
か
ら
耐
火
時
間
内
に

避
難
で
き
な
い
と
危
険
、
と
い
う
こ
と
は
言
え

る
と
思
い
ま
す
。

火
災
が
発
生
し
た
場
合
の
防
火
対
象
物
関
係

者
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
防
火
管
理
者
講
習
や

自
衛
消
防
組
織
の
業
務
に
関
す
る
講
習
に
よ
る

教
育
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
7

（
1
9
9
5
）年
4
月
か
ら
平
成
21（
2
0
0
9
）

年
5
月
ま
で
は
、「
防
災
セ
ン
タ
ー
要
員
講
習
」

（
消
防
法
施
行
規
則
第
3
条
第
5
項（
制
定
時
））

と
い
う
制
度
が
あ
り
、
防
災
セ
ン
タ
ー
を
有
す

自
衛
消
防
組
織
の

業
務
に
関
す
る
講
習

る
大
規
模
な
防
火
対
象
物
で
火
災
が
発
生
し
た

場
合
に
、
自
衛
消
防
組
織
、
特
に
防
災
セ
ン

タ
ー
要
員
は
ど
う
行
動
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ

と
を
教
え
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
20

（
2
0
0
8
）年
6
月
に
大
規
模
な
防
火
対
象
物

に
自
衛
消
防
組
織
の
設
置
を
義
務
付
け
る
制
度

が
で
き（
消
防
法
第
8
条
の
2
の
5
）、
こ
れ
に

対
応
し
て
平
成
21（
2
0
0
9
）年
6
月
に
自

衛
消
防
組
織
の
業
務
に
関
す
る
講
習（
前
出
）が

で
き
る
と
、
こ
の
制
度
に
吸
収
さ
れ
ま
し
た
。

防
災
セ
ン
タ
ー
要
員
講
習
の
講
習
内
容
の
原

型
も
、
当
時
東
京
消
防
庁
の
指
導
課
長
だ
っ
た

私
が
作
っ
た
も
の
で
、
当
時
と
し
て
は
先
進
的

な
一
種
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
訓
練
で
し
た
が
、

当
然
、
避
難
安
全
検
証
法
は
講
習
内
容
に
入
っ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

現
在
の「
自
衛
消
防
組
織
の
業
務
に
関
す
る

講
習
」の
講
習
内
容
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
ま

せ
ん
が
、
防
災
セ
ン
タ
ー
要
員
講
習
の
時
代
に

教
え
ら
れ
て
い
た
内
容
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ

て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
避
難
安
全
検
証
法
が

適
用
さ
れ
た
防
火
対
象
物
に
関
す
る
自
衛
消
防

組
織
や
防
災
セ
ン
タ
ー
要
員
の
行
動
な
ど
が
教

え
ら
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
懸
念
し
て
い
ま
す
。
避
難
安
全
検
証
法
が

適
用
さ
れ
て
い
る
建
築
物
は
、
煙
の
拡
散
・
降

下
に
よ
り
危
険
な
状
態
に
な
る
前
に
安
全
な
隣

接
区
画
等
に
避
難
で
き
る
こ
と
が
計
算
上
確
認

で
き
た
場
合
に
、
階
段
、
防
火
区
画
、
内
装
制

限
、
排
煙
設
備
な
ど
が
、
仕
様
規
定
の
基
準
に

比
べ
て
緩
和
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、

個
々
の
防
火
対
象
物
ご
と
に
、
適
用
さ
れ
て
い

る
避
難
安
全
検
証
法
の
条
件
に
対
応
し
て
丁
寧

に
対
応
行
動
計
画
や
避
難
誘
導
計
画
を
作
り
、

そ
れ
に
従
っ
て
訓
練
も
し
て
お
か
な
い
と
、
実

際
の
火
災
の
時
に
避
難
時
間
が
限
界
時
間
を
超

え
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
す
。

適
切
な
防
火
管
理
の
た
め
に
は
、
避
難
安
全

検
証
法
が
適
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
含
め
、

火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
、
ど
こ
か
ら
、
ど
こ

ま
で
、
い
つ
ま
で
に
、
ど
う
や
っ
て
在
館
者
を

全
員
安
全
に
避
難
さ
せ
る
か
、
と
い
う
避
難
誘

導
の
基
本
を
教
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思

い
ま
す
。

①�

昭
和
54（
1
9
7
9
）年
3
月
27
日
付
け
建
設
省
住
指
発
第
58
号
建

設
事
務
次
官
通
達
別
紙
）の
運
用
通
達
で
あ
る
昭
和
54（
1
9
7
9
）

年
3
月
30
日
付
け
建
設
省
住
指
発
第
61
号
建
設
省
住
宅
局
建
築
指

導
課
長
通
達「
建
築
物
の
防
災
対
策
の
推
進
に
つ
い
て
」第
3
Ⅱ

（
1
）②
ロ（
ハ
）

こ
の
よ
う
な
避
難
者
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、

在
館
者
密
度
が
そ
う
高
く
な
く
、
規
模
も
高
さ

も
そ
う
大
き
く
な
い
防
火
対
象
物
の
場
合
は
何

と
か
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
が
あ
る
限

度
を
超
え
る
と
、
途
端
に
難
し
く
な
り
ま
す
。

そ
う
し
た
事
態
が
な
る
べ
く
起
こ
ら
な
い
よ

う
に
す
る
の
が
初
期
消
火
で
、
消
火
器
や
屋
内

消
火
栓
の
設
置
と
訓
練
に
よ
り
初
期
消
火
の
確

率
を
上
げ
る
と
と
も
に
、
避
難
誘
導
が
難
し
く

な
り
そ
う
な
用
途
、
規
模
、
高
さ
の
防
火
対
象

物
に
は
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
設
置
を
義
務

付
け
て
消
火
確
率
を
さ
ら
に
上
げ
よ
う
と
い
う

戦
略
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

火
災
を
消
火
で
き
な
い
場
合
、
在
館
者
は
最

終
的
に
は
安
全
な
地
上
ま
で
避
難
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
基
本
で
す
が
、
超
高

層
建
築
物
や
超
大
規
模
建
築
物
の
場
合
は
、
在

館
者
が
数
万
人
に
も
な
る
場
合
も
あ
り
、
火
災

発
生
す
な
わ
ち
全
館
避
難
と
決
め
つ
け
る
に
は

難
し
い
面
も
あ
り
ま
す
。

建
基
令
第
1
2
9
条
の
2
第
4
項
の「
全
館

避
難
安
全
検
証
法
」の
適
用
を
受
け
た
建
築
物

安
全
な
地
上
へ
の
避
難

ラ
ー
設
備
の
消
火
効
果
を
限
界
時
間
に
ど
の
よ

う
に
反
映
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余

地
が
相
当
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
の
で
、
限

界
時
間
を
訓
練
の
際
の
目
標
値
と
し
て
設
定
す

る
だ
け
な
ら
、
と
り
あ
え
ず
安
全
側
に
、
ス
プ

リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
が
作
動
し
な
い
こ
と
を
前
提

と
す
る
手
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

煙
の
拡
大
・
降
下
速
度
を
適
切
に
遅
延
さ
せ

る
に
は
、
想
定
ど
お
り
に
防
火
区
画
や
防
煙
区

画
を
形
成
し
、
排
煙
設
備
を
作
動
さ
せ
た
り
、

排
煙
窓
を
開
放
し
た
り
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。ま

た
、
階
段
室
の
容
量
に
は
限
界
が
あ
り
ま

す
の
で
、
最
も
危
険
な
場
所
に
い
る
避
難
者
が

階
段
室
に
入
る
前
に
、
そ
れ
ほ
ど
危
険
で
な
い

状
況
の
避
難
者
が
階
段
室
に
入
っ
て
し
ま
う
と
、

階
段
室
に
入
れ
な
か
っ
た
避
難
者
が
火
災
近
辺

の
危
険
な
場
所
に
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
う
、
な

ど
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
得
ま
す
。「
避
難
誘

導
」の
際
に
は
、
そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
ら
な

い
よ
う
に
、
避
難
者
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

避
難
誘
導
と
初
期
消
火

に
別
の
防
火
区
画
に
避
難
す
る
際
の
限
界
時
間

は
、「
自
動
火
災
報
知
設
備
作
動
後
13
分
」と
さ

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
36
号
通
知
は
私
が
原
案
を
作
っ
た
の
で

す
が
、
社
会
福
祉
施
設
や
病
院
を
前
提
と
し
た

こ
の
9
分
、
13
分
を
そ
の
ま
ま
一
般
化
す
る
に

は
慎
重
に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
れ
ば

限
界
時
間
9
分
」と
い
う
の
は
、
旧
建
設
省
在

籍
中
に
私
が
担
当
し
て
い
た
建
築
物
防
災
対
策

要
綱
の
考
え
方
①
を
流
用
し
た
も
の
で
す
が
、

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
消
火
信
頼
性
は
極
め

て
高
い
た
め
、
こ
れ
が
作
動
し
た
場
合
に
限
界

時
間
を
ど
う
設
定
す
る
か
に
つ
い
て
は
定
説
が

な
く
、
仕
方
な
く「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
ジ
ャッ
ジ
メ

ン
ト
」で
決
め
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。
隣
接
区

画
の
限
界
時
間
13
分
も
同
様
で
す
。

現
在
で
は
、
煙
拡
散・降
下
の
時
間
に
つ
い
て

は
、
避
難
安
全
検
証
法
の
考
え
方
が
確
立
し
て

い
ま
す
し
、
よ
り
高
度
な
F
D
S
（Fire�

D
ynam

ics�Sim
ulator

）も
実
用
化
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
の
考
え
方
を
使
っ
て
、

新
た
な
限
界
時
間
を
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま

す
。
た
だ
、
こ
の
場
合
で
も
、
ス
プ
リ
ン
ク
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